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（１） 事業運営安定化事業
１ 事業の目的

旧体系施設の経過措置が終了する平成23年度末までの移行期間を踏まえ、旧体系における事業基盤の安定を

図るとともに、新体系移行後の事業運営を安定化させることにより、移行期間内の円滑な移行を推進すること
を目的とする。

２ 事業の内容
（１）実施主体 市町村（障害児施設は都道府県・指定都市・児童相談所設置市）
（２）事業の内容

ア 旧体系施設及び障害児施設における事業運営安定化事業
次に掲げる特定旧法指定施設及び障害児施設について従前の月払いによる報酬額の90%を下回る場

合に、その差額について助成する。
→ 平成18年３月においてサービスの提供実績を有する旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護

施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設（身体障害者小規模通所授産施設
を除く。）、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧
知的障害者通所更生施設若しくは旧知的障害者通所授産施設（知的障害者小規模通所授産施設を
除く。）又は平成18年９月においてサービスの提供実績を有する障害児施設

イ 新体系事業における事業運営安定化事業
平成18年度から平成23年度の間に、次の(ア)に掲げる施設が次の(イ)のいずれかの事業に転換した

場合であって、新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90％を下回る場合に、その差額につ

いて助成する。
(ア) 旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通

所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム、旧
知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所
更生施設、旧知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、
知的障害者福祉ホーム、旧知的障害者地域生活援助事業、精神障害者生活訓練施設、精神障害者
入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場、
旧精神障害者地域生活援助、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉ホームＢ型又は精神障害者
地域生活支援センター

- 1 -



(イ) 療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練（機能訓練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業

所、就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所、共同生活援助若
しくは共同生活介護事業所又は障害者支援施設

ウ 生活介護及び施設入所支援における報酬算定方法の変更に伴う激変緩和措置
平成21年度報酬改定において、平均障害程度区分に基づく報酬算定方法から個々の障害程度区分に基づ

く報酬算定方法へ改定したことにより、改定後の報酬額が改定前の報酬額の90％を下回る場合に、その差額

について助成する。

（３）助成額
○旧体系施設の場合
（（平成18年３月における実利用者数×22日又は30.4日)(注）×９０％－当該月の延べ利用者数）×区分Ａ単価

○障害児施設の場合
（（平成18年９月における定員×22日又は30.4日)(注）×９０％－当該月の延べ利用者数）×基本単価

（注） 通所の場合は22日、入所の場合は30.4日を乗じた数

○新体系事業の場合
（旧体系における収入額×90％）－（当該月の収入額）

○生活介護又は施設入所支援の場合
「（平成21年３月における本体報酬単位数×90％）－（平成21年４月以降の本体報酬単価を用いた場合の平

成21年３月の本体報酬単位数）」又は「（旧体系における収入額×90％）－（当該月の収入額）」を選択

※現行の算定方法を基本的に継続。（２）のウなどの詳細については今後、事務処理要領により示す予定。

３ 補助割合 障害者施設の場合・・・国１／２、都道府県１／４、支給決定市町村１／４
障害児施設の場合・・・国１／２、都道府県（政令指定都市・児童相談所設置市）１／２

４ 実施年度 平成２１年度～２３年度
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《モデル例》 

○○市(町)通所サービス等利用促進事業実施要領 

 

第１ 趣 旨 

通所サービス等利用促進事業（以下「本事業」という。）の実施については、障害者自立支

援対策臨時特例基金管理運営要領（平成１９年２月６日付け障第０２０６００４号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙）に規定するもののほか、この要領に定めるところ

による。 

  

第２ 目 的 

障害者自立支援法による通所サービス及び短期入所において、利用者がサービスを利用しや

すくするとともに、送迎サービスの利用に係る利用者負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

第３ 事業の実施主体 

   本事業の実施主体は、○○市(町)とする。 

  

第４ 事業の内容等 

 (1) 通所サービスの場合 

次のいずれにも該当する事業所が、当該事業所において行われる通所サービスの利用につき

利用者の送迎を行った場合に、当該送迎に要する費用の一部を助成する。なお、送迎を外部事

業者へ委託する場合は対象とするが、利用者が直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する

場合等は対象としないものとする。 

① 次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であること。 

通所による生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労

継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、旧身体障害者通所授産施設（身体障害者小規模通所授

産施設を除く。）、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設（知的障害者小

規模通所授産施設を除く。）、各入所施設の通所部 

※ 多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、一の事業所

として取り扱うものとする。 

※ 従たる事業所については主たる事業所と併せて一の事業所として扱うものとし、分場

については本体施設と併せて一の事業所として扱うものとする。 

※ 基準該当事業所は含まないものとする。 

※ 国又は地方公共団体が設置した施設（地方自治法による指定管理者制度等により、社

会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。）は含まないものとする。 
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② 本事業の助成申請時における直近１か月の送迎の実績が週３回以上であること。 

③ １回の送迎につき、平均１０人以上又は事業所の実利用者の２分の１以上の者が利用し、

かつ、週３回以上の送迎を実施していること。 

(2) 短期入所の場合 

  短期入所の支給決定を受けた利用者に対し当該サービスを行う事業所が居宅と短期入所事

業所の間の送迎を行った場合に、当該送迎に要する費用の一部を助成する。 

ただし、国又は地方公共団体が設置した施設（地方自治法(昭和２２年法律６７号)による指

定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。）は含まないものとす

る。 

 

第５ 事業の実施時期  

   平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までとする。 

 

第６ 助成額 

(1)  通所サービスの場合 

① １回の送迎につき平均１０人以上が利用している事業所 

１事業所につき３，０００千円を上限とし、現に送迎に要する費用（年額）を基準とす

る。 

② １回の送迎につき平均１０人未満かつ事業所の実利用者の２分の１以上の者が利用して

いる事業所 

１事業所につき１回の送迎の年間平均利用者数に３００千円を乗じた額を上限とし、現

に送迎に要する費用（年額）を基準とする。 

なお、平成２１年４月１日以降に新規に設立する事業所への助成については、指定月以降の

当該年度における残りの月数で上限額を按分することとする。 

 

 (2) 短期入所の場合 

   短期入所利用者１人につき、片道１，８６０円を基準とする。 

 

第７ 利用者負担 

   本事業の実施に当たって、燃料費相当の実費を除き、利用者からの負担を求めないものであ 

ること。 

なお、生活介護については、報酬上、送迎に要する費用を一定程度評価しており、これを当

該燃料費へ充当することが可能であることから、燃料費相当の実費徴収に当たっては、配慮を

行うこと。ただし、通常の事業の実施地域を越えて送迎を行う場合については、この限りでは

ない。 
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第８ 補助割合 

   県３／４、市(町)１／４ 

 

第９ その他 

   市(町)長は、本事業を実施するため補助を受けようとするときは、障害者自立支援特別対策

事業費補助金交付要領により栃木県知事に協議するものとする。 

 

   附 則 

   この要領は、平成２１年度分から平成２３年度分の補助金について適用する。 
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◇通所サービス等利用促進事業対象（通所サービス）経費一覧表

区　　分 項　目 対象の可否 （留意事項）

送迎車両関係 燃料費 × ※１　安全に送迎を行うために必要となる修繕のみ対

修繕料 ○※１ 　　　 象とする。（車検に要する費用も対象として可）

保険料 ○※２ ※２　自賠責保険料、任意保険料を対象とする。

公課費 ○※３ ※３　自動車税を対象とする。

運転手関係 専従 ○ ※４　兼務の場合は、職員配置において、他の職種

兼務 △※４ 　　　 （生活支援員等）と運転業務を明確に分けて配

　　   置してある場合のみ対象とする。（時給換算）

◇補助基準額算出表〔通所サービス１事業所分〕（例）

区　　分 項　目 費　用 （留意事項）

送迎車両関係 修繕料 円 ※１　①の金額について、千円未満を切り捨てた金額

保険料 円 　　　 とする。

公課費 円 ※２　②の積算に要した月数が１２ヶ月に満たない場

運転手関係 専従 円 　　　 合、その不足月数分の割合に応じて、上限額を

兼務 円 　　　 減額する。

①　　　　　　　円 ※３　補助基準額は②と③のいずれか少ない金額と

②　　 　　　千円 　　　 する。

③     　　　 千円

千円

計

１事業所あたりの上限額※２

現に送迎に要する費用※１

補助基準額※３
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各月の送迎実績（通所サービス）

（平成○○年４月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

※　実施回数は１日上限１回としてカウントし、片道のみ送迎の場合は０．５回とする。

（平成○○年５月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年６月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年７月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年８月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年９月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0

0

0

実施回数 0

実施回数 0

利用者数 0

日
月計

曜日

利用者数

利用者数

利用者数

実施回数

通所サービス等利用促進事業（通所サービス）　送迎実績市町確認用シート　（例）

日

曜日

実施回数 0

月計

事業所名

日
月計

曜日

利用者数 0

0

月計

0

日
月計

曜日

実施回数 0

日

曜日

日
月計

曜日

利用者数 0

実施回数
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（平成○○年１０月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年１１月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年１２月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年１月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年２月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（平成○○年３月分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

実施回数

利用者数

0

実施回数 0

利用者数 0

日
月計

曜日

0

実施回数 0

0

0

月計

月計

日
月計

曜日

実施回数

月計
曜日

利用者数 0

0

日

利用者数

実施回数

日

曜日

日

曜日

利用者数

0

利用者数 0

日
月計

曜日

実施回数 0
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申請時における直近１か月の週あたり平均送迎実施回数

←実施回数は１日上限１回としてカウントし、片道のみの送迎は０．５回とする。

←１か月間の送迎実施回数÷（当月の日数／７）（小数点以下切り捨て）

（チェックポイント）送迎を週３回以上実施しているか。

YES NO

年間の週あたり平均送迎実施回数

←年間の送迎実施回数÷（年間の日数／７）（小数点以下切り捨て）

（チェックポイント）送迎を週３回以上実施しているか。

YES NO

送迎に係る１日あたりの平均利用者数

←送迎の年間延べ利用者数÷年間の送迎実施回数（小数点以下切り捨て）

（チェックポイント）１回の送迎につき、平均利用者数が１０人以上か。

送迎の利用率

NO

YES

（チェックポイント）送迎の利用率は１／２以上か。

NO

YES

←１日あたり平均利用者数×300,000円

１週あたり送迎回数 0

年間の送迎実施回数（回） 0

年間の日数（日）

非該当

非該当

１事業所あたりの上限額（円）

0

送迎の年間延べ利用者数（人） 0

年間の送迎実施回数（回） 0

１週あたり送迎回数 0

当月の日数（日）

１か月間の送迎実施回数（回）

１日あたり平均利用者数

送迎の利用率

送迎の年間延べ利用者数（人）

事業所の年間延べ利用者数（人）

１事業所あたりの上限額（円）

0

- 9 -



　　　　　　通所サービス等利用促進事業（短期入所）　送迎実績市町確認シート　（例）

短期入所に係る送迎実績

送迎利用者名 送迎利用日記入欄
利用者別
利用回数

補助単価（円） 1,860

補助基準額（円） 0

事業所名

送迎利用延べ人数（片道換算） 0

0送迎利用延べ人数（片道換算）
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○○市（町）新事業移行促進事業実施要領 

 

第１ 趣 旨 

この要領は、新事業移行促進事業（以下「本事業」という。）に関し、障害者自立

支援対策臨時特例基金管理運営要領（平成 19 年 2 月 6 日付け障第 0206004 号厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙）に規定するもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 

第２ 目 的 

本事業は、新体系事業への移行に伴うコストの増加等に対応できるよう、移行した

新体系事業所に一定の助成を行う事業を設けることによって、旧体系事業から新体系

事業への移行を促進することを目的とする。   
 

第３ 実施主体 

本事業の実施主体は、○○市（町）とする。 

  

第４ 事業の内容 

特定旧法指定施設が次の新体系事業へ移行した月において、当該月の利用者数に応

じて、事業所等に助成を行う。 
 

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、 
就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、施設入所支援 

 

第５ 事業の実施期間 

   平成 21 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までとする。なお、助成の対象となるの

は移行した当該１か月に限るものとする。 

 

第６ 助成額 

本事業の助成額は、新体系移行年度及び新体系移行後の対象事業毎に次の表のとお

り助成単価を定め、当該月の利用者数に応じて決定する。 
 

事業の内容 年度区分 助成単価 

平成２１年度 １人につき６，０００円 

平成２２年度 １人につき５，７００円 

生活介護、自立訓練、就労移行

支援及び就労継続支援 
※障害者支援施設において行

われるものを含む。 
平成２３年度 １人につき５，４００円 

平成２１年度 １人につき５，０００円 

平成２２年度 １人につき４，７５０円 

施設入所支援 

平成２３年度 １人につき４，５００円 
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第７ 補助割合 

県 3/4、市（町）1/4 
 

第８ 事業の実施方法 

   市（町）長は、本事業を実施するため補助を受けようとするときは、障害者自

立支援特別対策事業費補助金交付要領により、予め栃木県知事に協議するものと

する。 

 

第９ その他 

   本事業の実施について、利用者から負担金を徴することは不可とする。 

 

 
附 則 

この要領は、平成 21 年度分から平成 23 年度分までの補助金について適用する。 
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障害児施設事務処理安定化支援事業実施要領 

 

第１ 趣 旨 

   障害児施設事務処理安定化支援事業（以下「本事業」という。）の実施については、

障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領（平成１９年２月６日付け障第０２０６

００４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙）に規定するもののほか、

この要領に定めるところによる。 

  

第２ 目 的 

   障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）施行に伴う事務処理に係る事務処理

が定着するまでの間、専従の事務職員を効果的に配置することによって、利用者負担上

限額管理、請求事務などの事務処理を適正に実施し、直接支援を提供する職員の利用者

に対する安定した支援を確保し、もって障害児施設支援の質の向上を図ることを目的と

する。 

 

第３ 事業の実施主体 

   本事業の実施主体は、栃木県とする。 

  

第４ 事業の内容 

障害児施設給付費の支給決定に係る障害児等に対し支援を行う施設であって、専従の

事務職員を配置し、平成２１年７月（ただし、平成２１年８月以降に新規に事業を開始

する場合については、事業を開始する月とする。）において次の条件に該当する障害児施

設に対し、助成を行う。 

① 定員６０人以下の場合 

専従の事務職員を常勤換算で２人以上配置していること 

② 定員６１人以上８０人以下の場合  

専従の事務職員を常勤換算で３人以上配置していること 

③ 定員８１人以上の場合 

専従の事務職員を常勤換算で４人以上配置していること 

※ 法人本部に配置されている事務職員は含まないものとする。 

  

第５ 事業の実施年度 

   原則として平成２１年度とする。 

   ただし、平成２１年８月以降に新規に事業を開始する施設については平成２２年度以

降の助成も可能とする。 
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第６ 助成額 

 実施要領第４に定める月おいて当該施設を利用した者の総数に応じて、利用者１人あ

たり以下のとおり単価を定め、助成を行う。 

① 利用した者の総数が６０人以下の場合       ２０，０００円 

② 利用した者の総数が６１人以上８０人以下の場合  １５，０００円 

③ 利用した者の総数が８１人以上の場合       １０，０００円 

   

第７ 利用者負担 

   本事業の実施にあたって、保護者等からの負担を求めないものとする。 

 

第８ 補助割合 

   国（基金）１／２、県１／２ 

 

第９ その他 

   本事業による補助を受けようとする施設は、交付要領第６条に定めるもののほか、次の

書類を提出するものとする。 

  (1) 「事務職員配置届出書」（別紙様式） 

  (2) 実施要領第４に定める月における利用者の名簿等 

 

 

 附 則 

   この要領は、平成２１年度分から平成２３年度分の補助金について適用する。 
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（別紙様式）

　栃木県保健福祉部障害福祉課長　様

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

*

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

※　*欄は当該月の曜日を記入すること。

※　当該月の利用者の名簿等（支給決定自治体が確認できるもの）を添付すること。

一週間に当該施設における常勤職員の勤務すべき時間数

当該月における事務専従職員の勤務形態

第２週 第４週
４週の
合計

合計

常勤換
算後の
人数

第１週

当該月の事務職員常勤換算数（人）

定員数（人）

事務職員配置届出書

施設名

助成の条件となる事務職員数（人）

平成　　年　　月　　日

助成該当・非該当の別

障害児施設事務処理安定化支援事業実施要領第４に定める月の事務職員配置について、以下のとおり届け出ます。

当該月に利用した者の総数（人）

補助単価（円）

第３週
事務専従
職員名

常勤・
非常勤
の別

週平均
の勤務
時間

代表者の氏名 印

主たる事務所の所在地

事業者の名称
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《モデル例》 

○○市(町)事務処理安定化事業実施要領 

 

第１ 趣 旨 

   事務処理安定化支援事業（以下「本事業」という。）の実施については、障害者自立

支援対策臨時特例基金管理運営要領（平成１９年２月６日付け障第０２０６００４号厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙）に規定するもののほか、この要領

に定めるところによる。 

  

第２ 目 的 

   障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）施行に伴う事務処理に係る事務処理

が定着するまでの間、専従の事務職員を効果的に配置することによって、利用者負担上

限額管理、請求事務又は指定申請などの事務処理を適正に実施し、直接サービスを提供

する職員の利用者に対する安定した支援を確保し、もって障害福祉サービスの質の向上

を図ることを目的とする。 

 

第３ 事業の実施主体 

   本事業の実施主体は、○○市(町)とする。 

  

第４ 事業の内容等 

(1) 事業内容 

障害福祉サービス費等の支給決定を受けた利用者に対しサービスを提供する事業者で

あって、専従の事務職員を配置し、平成２１年７月（ただし、平成２１年８月以降に新

規に事業を開始する事業者については、事業を開始する月とする。）において次の条件に

該当する事業者に助成を行う。 

① 定員６０人以下の場合 

専従の事務職員を常勤換算で２人以上配置していること 

② 定員６１人以上８０人以下の場合  

専従の事務職員を常勤換算で３人以上配置していること 

③ 定員８１人以上の場合 

専従の事務職員を常勤換算で４人以上配置していること 

※ 法人本部に配置されている事務職員は含まないものとする。 

(2) 事業者の要件 

  障害福祉サービス事業所（居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、

重度障害者等包括支援事業所、短期入所事業所を除く）、障害者支援施設、特定旧法

指定施設 
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※ 基準該当事業所は含まないものとする。 

※ 国又は地方公共団体が設置した施設（地方自治法による指定管理者制度等により、

社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。）は含まないものとする。 

※ 多機能型事業所は一の事業所として扱うものとし、従たる事業所については、主

たる事業所と併せて一の事業所として扱うものとする。 

  

第５ 事業の実施年度 

   原則として平成２１年度とする。 

   ただし、平成２１年８月以降に新規に事業を開始（新体系への移行を除く。）する事業

所等については、平成２２年度以降の助成も可能とする。 

 

第６ 助成額 

 実施要領第４(1)に定める月において当該事業所等を利用した者の総数に応じて、利用

者１人あたり以下のとおり単価を定め、助成を行う。 

① 利用した者の総数が６０人以下の場合       ２０，０００円 

② 利用した者の総数が６１人以上８０人以下の場合  １５，０００円 

③ 利用した者の総数が８１人以上の場合       １０，０００円 

   

第７ 利用者負担 

   本事業の実施にあたって、利用者からの負担を求めないものとする。 

 

第８ 補助割合 

   県３／４、市(町)１／４ 

 

第９ その他 

   本事業による補助を受けようとする事業者は、実施要領第４(1)に定める月の事務職員

の配置について所在の都道府県に届出等を行い、本事業を実施する市（町）にその写し

を提出するものとする。 

   市(町)長は、本事業を実施するため補助を受けようとするときは、障害者自立支援特

別対策事業費補助金交付要領により栃木県知事に協議するものとする。 

 

 附 則 

   この要領は、平成２１年度分から平成２３年度分の補助金について適用する。 
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　栃木県保健福祉部障害福祉課長　様

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

*

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

※　*欄は当該月の曜日を記入すること。

※　当該月の利用者の名簿等（支給決定自治体が確認できるもの）を添付すること。

第３週
事務専従
職員名

常勤・
非常勤
の別

週平均
の勤務
時間

事務職員配置届出書

事業所・施設名

助成の条件となる事務職員数（人）

平成　　年　　月　　日

主たる事務所の所在地

助成該当・非該当の別

事務処理安定化支援事業実施要領第４(1)に定める月の事務職員配置について、以下のとおり届け出ます。

当該月に利用した者の総数（人）

当該月の事務職員常勤換算数（人）

定員数（人） 補助単価（円）

一週間に当該事業所・施設における常勤職員の勤務すべき時間数

当該月における事務専従職員の勤務形態

第２週 第４週
４週の
合計

合計

常勤換
算後の
人数

第１週

事業者の名称

代表者の氏名 印
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○○市（町）就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業実施要領 

 

第１ 趣 旨 

  この要領は、就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業（以下「実施連携事

業」という。）の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

この要領に定めるもののほかは、障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領（以

下「交付要領」という。）によるものとする。 

第２ 目 的 

本事業は、特別支援学校在学中の障害者、入院中の精神障害者、施設入所支援の障害

者に対し、就労支援の是非を判断するためのアセスメント（暫定支給決定）の実施に向

けた会議等の開催、体制整備について助成することを目的とする。  

第３ 補助事業の実施基準等 

１ 実施主体 

   ○○市（町） 

 ２ アセスメントの対象となる障害者 

(1) 特別支援学校に在学中の障害者 

(2) 病院等に入院中の精神障害者 

(3) 就労移行支援事業所、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）事業所、授産施設（３障害、

通所・入所・小規模）に入所している障害者 

 ３ 補助基準額 

(1) 会議実施回数に応じ、経費相当分を事業所に対し助成する。 

(2) １事業所あたり 60,000 円以内／１回（年 10 回を限度とする。） 

４ 補助割合 

   国 1/2、県 1/4、市町 1/4 

 ５ 補助対象経費 

    就労支援の是非を判断するためのアセスメント（暫定支給決定）の実施に向けた会

議の開催、体制整備に要した経費とする。 

 ６ 補助事業の実施年度 

   平成 21 年度から平成 23 年度とし、単年度に完了する事業とする。 

第４ 交付の申請 

  補助金の交付を申請しようとする者は、交付要領第６条の規定によるほか、次に掲げ

る事項を記載した書類を添えて、別に定める期限までに提出する。 

  １ 会議の開催 

   会議の設置要綱、会議に要する経費、会議開催スケジュール等を記した書類 

２ 体制整備 

体制整備の内容及び目的、その整備に要する経費等を記した書類  

 

附 則 

この要領は、平成 21 年度から平成 23 年度分までの補助金について適用する。  
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地域移行支度経費支援事業（県実施分）実施要領 

 

第１ 趣旨 

  地域移行支度経費支援事業（県が事業の実施主体であるものに限る。以下「本事業」

という。）の実施については、障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領（以下「交

付要領」という。）に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 目的 

  入所施設の入所者や精神科病院の入院患者（以下「入所者等」という。）が地域での生

活を開始する際に必要となる費用の一部を補助し、地域生活への移行を促進することを

目的とする。 

 

第３ 補助事業の内容等 

１ 補助事業の内容 

   入所者等が地域生活に移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品を購入す

るための費用に対して補助する。 

２ 対象施設 

  精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病床を有するものを含む。）、精神障害者生

活訓練施設、精神障害者入所授産施設及び精神障害者福祉ホームＢ型 

３ 対象者 

  対象施設に入所又は入院している障害者（精神障害者生活訓練施設及び精神障害者福

祉ホームＢ型以外の対象施設に入所又は入院していた障害者にあっては、２年以上入所

又は入院していた者に限る。）であって、居宅（賃貸住宅を含み、家族等との同居の場合

を除く。）、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行する者。 

４ 対象物品 

  地域生活を開始するに当たり必要となる物品類（布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、

照明器具、食器類等であって、ケアホーム等の共用物品は除く。） 

５ 補助の上限額 

  １人あたり３０，０００円を補助の上限額とする。 

 

第４ 補助の要件等 

１ 事業者の要件 

   第３の２に定める対象施設の事業者 

２ 交付の条件等 

  (1) 事業実施の方法 

補助を受けた対象施設が対象者に現物をもって支給若しくは購入の支援又は現金の

支給を行うこと。 
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(2) 補助の額等 

補助金の額は、上限額の範囲内で実際の支払いに要した額とする。（千円未満切捨） 

 

第５ その他 

   本事業による補助を受けようとする事業者は、交付要領第６条に定めるもののほか、

次に掲げる書類を提出するものとする。 

(1)  物品類を購入した際の領収書の写し又は支払いをしたことがわかるもの 

(2) 購入した物品類の内訳がわかるもの 

(3)  現金を直接支給した場合には、受領書の写し 

 

 

附則 

この要領は、平成２１年度から平成２３年度までの事業に適用する。 
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《モデル例》 

○○市（町）地域移行支度経費支援事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

   地域移行支度経費支援事業（以下「本事業」という。）の実施については、障害者自

立支援特別対策事業費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に規定するものの

ほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 目的 

   入所施設の入所者や精神科病院の入院患者（以下「入所者等」という。）が地域での

生活を開始する際に必要となる費用の一部を補助し、地域生活への移行を促進するこ

とを目的とする。 

 

第３ 事業の実施主体 

   本事業の実施主体は、○○市（町）とする。 

 

第４ 補助事業の内容等 

１ 補助事業の内容 

     入所者等が地域生活に移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品を購

入するための費用に対して補助する。 

２ 対象施設 

障害者支援施設、宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、身体障害者療

護施設、身体障害者入所更生施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更生施

設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通勤寮 

３ 対象者 

    ○○市（町）が支給決定を行い対象施設に２年以上入所又は入院している障害者

（ただし、宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、知的障害者通勤寮を

除く対象施設に２年以上入所・入院していた者に限る。）であって、居宅（賃貸住宅

を含み、家族等との同居の場合を除く。）、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホ

ームに移行する者。 

４ 対象物品 

    地域生活を開始するに当たり必要となる物品類（布団・枕・シーツ等の寝具、タ

オル、照明器具、食器類等であってケアホーム等の共用物品は除く。） 

 

第５ 事業の実施時期 

   平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までとする。 
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第６ 補助額 

１人あたり３０，０００円を補助の上限額とし、補助金の額は、上限額の範囲内で

実際の支払いに要した額とする。（千円未満切捨） 

 

第７ 補助の要件等 

１ 補助申請者の要件 

     第４の２に定める対象施設を経営する事業者とする。 

２ 交付の条件等 

補助を受けた対象施設が対象者に現物をもって支給若しくは購入の支援又は現金

の支給を行うこと。なお、本事業による補助を受けようとする事業者は、次に掲げ

る書類を提出するものとする。 

(1)  物品を購入した際の領収書の写し又は支払いをしたことがわかるもの 

(2)  現金を直接支給した場合は受領書の写し 

 

第８ 補助割合 

   県 3/4、市（町）1/4 

 

第９ その他 

   市（町）は、本事業を実施するため補助を受けようとするときは、予め栃木県知事

に協議するものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成２１年度分の補助金について適用する。 
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○○市（町）地域移行支度経費支援事業 

【確認資料（例）】 

 

施設名         

 

１ 補助対象者について 

 

氏 名 

入所期間 

（通算年数） 

地域移行先 

（居宅/GH/CH/福祉ホーム）

所要額 

（30,000 円を上限）

 .  .   ～  .  . 

（  年  ヶ月）

 

円

 .  .   ～  .  . 

（  年  ヶ月）

 

 円

 .  .   ～  .  . 

（  年  ヶ月）

 

 円

※ 所要額は千円未満切り捨て。 

 

 

２ 所要額の内訳等について（１の所要額と同額またはそれ以上であることを確認） 

氏 名 ①現物支給 ②現金支給 ③購入支援経費 

  

円

 

円

 

円

  

円

 

円

 

円

  

円

 

円

 

円

※ ①現物支給の場合は、領収書の写しを添付。 

※ ②現金支給の場合は、受領書の写しを添付。 

※ ③購入支援経費の場合は、支払い内容（人件費、交通費等の内訳）がわかる資料を添付。 

 

 

３ 所要額の合計について 

 

 

所要額 合計 円
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地域移行支度経費支援事業の助成対象（市町村実施事業）地域移行支度経費支援事業の助成対象（市町村実施事業）

入所施設

精神科
病院

宿泊型自立訓練

知的障害者通勤寮

精神障害者
退院支援施設

居宅

グループホーム

ケアホーム

福祉ホーム

退 所

退 所

退 院

物品購入等

物品購入等

入所・入院期間が２年以上

助成対象助成対象
○○

助成対象助成対象
○○

支給しない支給しない
××

利用期間が２年未満でも可
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障害者自立支援基盤整備事業実施要領 

 
第１ 趣旨 

障害者自立支援基盤整備事業（以下「本事業」という。）の実施については、障害者自立支援特

別対策事業費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に規定するもののほか、この要領に定

めるところによる。 
 

第２ 事業の目的 

本事業は、既存施設等が障害者自立支援法に基づく新体系へ移行する場合等に必要となる次の第

４（２）に掲げる対象事業に要する経費を助成することにより、新体系におけるサービスを実施す

るための基盤整備を促進することを目的とする。 
   

第３ 事業の実施主体 

   本事業の実施主体は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、地方公共団体等とする。 

 

第４ 事業の内容等 

（１）対象施設 
共同生活介護及び共同生活援助を実施するアパート等、居宅介護事業等（居宅介護、重度訪問介

護、行動援護又は重度障害者等包括支援を行う事業をいう。以下「居宅介護事業等」という。）及

び相談支援事業を実施するために必要な施設又は平成１８年９月３０日に設置・運営されていた身

体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、障害児の児童福祉施設、精神障害者社会復帰施設又

は障害者通所援護事業を実施する事業所 
（２）対象事業及び補助額                           （単位：円） 

 

第５ 県の補助  

障害者自立支援基盤整備事業実施要領に基づき実施する補助事業の経費については、事業ニーズ

調査及び事業の採択協議により知事が必要と認めた額とし、予算の範囲内で行うものとする。 
 

第６ 新体系への移行のために必要となる事業調査等 

（１）事業ニーズ調査 
本事業の総需要量を把握するため、各法人に対する事業ニーズ調査を実施する。 

（２）調査対象等 
事業ニーズ調査は、平成２１年度、平成２２年度又は平成２３年度に本事業に係る補助金の交付

 対 象 事 業 補助上限額

① 小規模作業所を新体系の設備基準に適合させるための改修工事 20,000,000

② 居宅介護事業等及び相談支援事業を行うために必要な既存建物の改修工事 5,000,000

③ その他障害者自立支援基盤整備に資する改修工事 20,000,000

④ 生産事業等のための作業スペースの設置（増築） 20,000,000

⑤ 新体系事業を行うにあたって必要となる厨房等の拡張工事（増築） 20,000,000

⑥ その他障害者自立支援基盤整備に資する増築工事 20,000,000

⑦ 就労移行支援等に必要な備品 5,000,000

⑧ ケアホーム等を実施するアパート等の消防法令適合のための改修工事 2,000,000

⑨ ＮＩＣＵの退院児童受入のための重症心身障害児施設等の増築工事 20,000,000

⑩ ＮＩＣＵの退院児童受入のための人工呼吸器等 5,000,000

注 ⑦の移行前が小規模作業所の場合の補助上限額は 2,000,000 円 
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を希望する全ての事業を対象として平成２１年度に実施する。 
 

第７ 事業の採択協議 

（１）ヒアリングの実施 
事業内容の把握、施設の運営状況等を確認するため、事業ニーズの調査に基づき基盤整備事業を

計画する全事業について法人単位にヒアリングを実施する。 
（２）ヒアリング資料 
   基盤整備事業計画書及び同計画書の記載内容を証する資料（計画平面図、設計書、見積書等） 
（３）協議方針 

①単年度で事業が完了する事業であること。 
②障害者自立支援法の理念を効果的に実現する事業を優先する。 
 ・障害福祉計画との整合、地域生活移行促進、就労支援、工賃の向上等 
③利用者へのサービス向上に重点を置いた施設運営に資する事業を優先する。 
④早期に新体系へ移行する施設を優先する。 
⑤民間法人が実施する事業を優先する。  
⑥木材利用の積極的活用を図る事業を優先する。 

（４）ヒアリングの時期 

   平成２１年５月中旬から下旬 

 

第８ 補助金交付等 

（１）補助金の内示 
ヒアリングに基づき、平成２１年度、平成２２年度及び平成２３年度に採択する事業に対して年

度ごとに補助金の内示を行う。 
（２）補助金の交付決定 

栃木県補助金等交付規則、障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領及び補助金の内示に基

づく、補助金交付申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべ

きものと知事が認めたときは補助金の交付決定をする。 
（３）補助金の交付 

 補助金の交付は精算払いとする。 
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グループホーム・ケアホームへの移行促進事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

  グループホーム・ケアホームへの移行促進事業（以下「本事業」という。）の実施につ

いては、障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に

規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 目的 

  アパートや一般住宅（以下「一般住宅等」という。）を借り上げてグループホームやケ

アホーム（以下「グループホーム等」という。）を実施するに当たり、借上に伴う初度経

費である敷金及び礼金（以下「敷金等」という。）の負担を軽減し、障害者の地域におけ

る住まいの場の確保を支援することを目的とする。 

 

第３ 補助事業の内容等 

１ 補助事業の内容 

   一般住宅等を借り上げてグループホーム等を実施するに当たり、借上に伴う敷金等に対

して補助する。 

２ 対象事業者 

  社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等 

３ 補助の上限額 

  １３３，０００円に入居定員数を乗じた額を補助の上限額とする。 

 

第４ 補助の要件等 

１ 事業者の要件 

   平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間において、障害者自立支援法第

２９条第１項の規定に基づき栃木県知事から指定を受けた指定障害福祉サービス事業者

（共同生活介護事業、共同生活援助事業）とする。 

２ 交付の条件等 

(1) 対象となる一般住宅等 

グループホーム等を実施するために提供される一般住宅等は、次に掲げるすべての

要件を満たしていること。 

① グループホーム等を実施するため、平成２１年４月１日以降新たに借り上げた一

般住宅等であること。 

②   グループホーム等の指定事業者又は指定申請を行おうとする事業者（当該法人の

理事等の役員及び職員を含む。）が所有する建物ではないこと。 

③  家賃の設定に当たっては、入居者の過度の負担とならないよう、配慮がされてい
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ること。 

(2)  補助の額等 

① 補助金の額は、上限額の範囲内で実際の支払いに要した額とする。（千円未満切捨） 

② 本事業による補助を受けた事業者は、グループホーム等に係る支給決定を受けて

入居した者から敷金等の負担を求めてはならないものとする。 

 

第５ 補助金の返還 

   事業者は、次の場合においては、補助金を返還するものとする。 

(1)  本事業による補助を受けたグループホーム等を廃止し、敷金等の返還を受けた事業

者は、補助金を返還するものとする。（ただし、敷金等の返還を受けた後直ちに別の

賃貸借契約により、再度、敷金等して差し入れるなど、実質的に事業が継続している

場合を除く。） 

(2)  返還する額は、賃貸借期間修了に伴う保障分を差し引くなどして返金される額で、

本事業により補助された額の範囲とする。 

 

第６ その他 

   本事業による補助を受けようとする事業者は、交付要領第６条に定めるもののほか、

次に掲げる書類を提出するものとする。 

(1)  当該グループホーム等の運営規程の写し 

(2)  事業者と貸主との賃貸借契約書の写し 

(3)  敷金等の支払証明書又は敷金等に係る領収書の写し 

 

 

附則 

この要領は、平成２１年度分から平成２３年度分の事業に適用する。 
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地域移行支援事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

  地域移行支援事業（以下「本事業」という。）の実施については、障害者自立支援特別

対策事業費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に規定するもののほか、この要

領に定めるところによる。 

 

第２ 目的 

  地域生活を希望する施設入所者が、安定した地域生活への移行ができるよう、当該施

設入所者への支援に慣れている職員による包括的な地域移行支援に対して、一定の助成

を行うことにより、施設入所者の地域生活への移行を促進することを目的とする。 

 

第３ 補助事業の内容等 

１ 補助事業の内容 

    入所施設職員の地域移行支援により、施設入所者が地域生活へ移行した場合又は障害

児施設入所者が家庭生活へ復帰した場合について、施設からの退所者１人につき当該入

所施設に対して補助する。 

２ 対象事業者 

   施設入所支援、療養介護、障害児施設（入所）等を実施する法人等 

３ 補助の上限額 

   退所者１人につき５０，０００円とする。 

 

第４ 補助の要件等 

１ 交付の条件等 

   ６ヶ月以上の入所を行っている利用者について、地域生活移行へ向けた個別支援計

画に基づき、居宅生活（福祉ホーム、グループホーム又はケアホーム）への移行支援

を行うとともに、地域生活の定着を図るため退所後３ヶ月以上の継続的な支援（定期

的な電話連絡や訪問等）を行っていること。 

２ 対象となる退所者 

栃木県内の各市町で支給決定を受けた者とする。 

 

第５ その他 

   退所後の継続的な支援に要する経費については、利用者負担の徴収は不可とする。 

 

附則 

この要領は、平成２１年度分から平成２３年度分の事業に適用する。 
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相談支援発展推進支援事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

   この要領は、相談支援発展推進支援事業（以下「発展推進支援事業」という。）に関し、障

害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に定めのあるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 
第２ 目的 

   障害者が地域で安心して生活するためには、地域自立支援協議会をはじめとする相談支援

体制の構築が重要であり、本事業によりその体制整備や事業の発展を促進することを目的と

する。 

第３ 補助事業の実施基準等 

１ 実施主体 

市町（市町が社会福祉法人等に委託して実施する場合を含む。） 
２ 対象事業 

交付要領第４条の別表において規定する「相談支援事業の立ち上げ等に当たり要した設

備整備費等」の内容は、次のとおりとする。 
(1) 市町（市町が社会福祉法人等に委託して実施する場合を含む。）が、相談支援事業を新

たに立ち上げるために、必要な設備整備を行なう事業とする。 
(2) 相談支援事業をさらに発展させるために行なう、求人、広告及び従業者に対する研修

等を行なう事業とする。 
３ 対象経費 

  ア 訪問相談のための自動車 
イ 事務用機材（事務机、椅子、パーソナルコンピュータ、ファクシミリ等） 
ウ 従業者に対する研修に係る講師の報償費、旅費、会場使用料、参考資料の購入費、資料

の印刷製本費等 
エ 求人、広告に要する印刷製本費、委託料等 
なお、相談支援専門員の人件費、活動費は対象外とする。 

４ 補助基準額 

(1) １か所あたり３年間で１，２００千円以内とする。ただし、１市町で複数か所の相談

支援事業を行う場合は、箇所数を乗じた額を上限とする。複数の市町で相談支援事業を

共同して行なう場合は、構成市町を代表して事業者と契約する市町（以下「幹事市」と

いう。）に対して補助する。なお幹事市を設けていない場合は、構成市町において協議し、

幹事市を選定の上、交付申請するものとする。 
(2) 市町が社会福祉法人等に相談支援事業を委託して実施する場合、箇所とは、委託指定

相談支援事業者を指すものとする。 
(3) 補助割合は、定額（10 分の 10）とする。 

５ 補助事業の実施期間 

補助対象事業は、平成２１年度から平成２３年度とする。 
第４ 交付申請 

発展推進支援事業に関する特別対策事業費補助金の交付を受けようとする者は、交付要領

第５条の規定に定める「別記様式第１」及び「別記様式第１（別紙１～２）」の他、次に掲

げる書類を添えて、別に定める期限までに提出するものとする。 
１ 発展推進事業計画書（整備箇所・品目と数量・金額・実施期間等がわかるもの） 
２ 見積書等 
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ピアサポートセンター等設置推進事業実施要領

第１ 趣旨

、 （ 「 」 。）この要領は ピアサポートセンター等設置推進事業 以下 設置推進事業 という

、 （ 「 」 。）に関し 障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領 以下 交付要領 という

に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第２ 目的

障害者が地域で安心して生活するためには、障害当事者が障害者の活動をサポート

する形態の社会参加事業を実施することが必要であり、その支援体制を整備すること

を目的とする。

第３ 補助事業の実施基準等

１ 実施主体

市町（市町が相談支援事業者等に委託して実施する場合を含む ）。

２ 対象事業

交付要領第４条の別表において規定する「市町が障害当事者が障害者の活動をサ

ポートする形態の社会参加事業を実施するピアサポートセンターを設置する場合に

要した設備整備等」の事業内容は、次のとおりとする。

市町（市町が相談支援事業者等に委託して実施する場合を含む ）が、障害者を。

対象として、地域交流や自己啓発などの社会参加に資する事業（障害当事者が障

害者の活動をサポートする形態とする ）を実施するピアサポートセンターを設。

置する場合に必要な設備等の整備及びサポーターの研修等について支援する事業

とする。

３ 対象経費

地域交流や自己啓発などの社会参加に資する事業を実施するピアサポートセン

ターの整備に必要な備品等の購入費であり、具体的には、次のようなものがあげ

られる。

ア パソコン教室を行うための机、椅子、パーソナルコンピュータ等の備品の購入

費

イ 音楽教室やバンド活動を行うための楽器、アンプ等

ウ スポーツ（教室）を行うためのボール等のスポーツ用品（個人を対象としたウ

ェアや運動靴等は除く ）。

エ 陶芸（教室）を行うための電気窯や電動ろくろ等

なお、講師の旅費・謝金や支援員の人件費など事業を運営するための経費は対象

外であるので留意すること。

４ 補助基準額

１か所あたり、１，９００千円以内とする。(1)
補助割合は、定額（１０分の１０）とする。(2)

５ 補助事業の実施期間

、 。 、補助対象事業は 原則として単年度に完了する事業とする なお正当な理由なく

期間内に着手し又は完了しないときは、知事は補助を取り消すことができるものと
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する。

第４ 交付申請

設置推進事業に関する特別対策事業費補助金の交付を受けようとする者は、交付要

領第５条の規定に定める「別記様式第１ ・ 別記様式第１（別紙１～２ 」の他、次」「 ）

に掲げる書類を添えて別に定める期限までに提出するものとする。

１ 設置推進事業計画書（様式１）

２ 見積書等
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様式１

ピアサポートセンター等設置推進事業計画書

市町名：                  

内　　　　　　容

実施期間

実施場所

事業の目的

主たる対象者
（○で囲む）

身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児・その他（　　　　　）

事業の具体的な内
容
※パソコン教室の開
　催内容（毎週○曜
　日、○時～○時、
　カリキュラム等）
　などを具体的に記
　載してください。

事業の内容

項　　　目

実施主体
※委託して実施する場合は委託事業
　者の所在地及び名称

障害当事者の事業への参画計画
※障害当事者がどのように障害者の
　活動をサポートするのか記載して
　ください。
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障害児を育てる地域の支援体制整備事業実施要領 

 

第１ 趣 旨 

この要領は、障害児を育てる地域の支援体制整備事業（以下「本事業」という。）に関し、

障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領に定めのあるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

 

第２ 目 的 

障害児を育てる保護者は、一般の子育てグループに入ると疎外感を感じることから、子育

てグループの利用を敬遠しているケースがあり、気軽に育児についての不安を打ち明ける場

所がない。 

そこで、市町がこのような親の不安解消のための交流の場を整備し、気軽に利用できるよ

うな仕組みとすることで、障害児を抱える親の育児不安の軽減を図るとともに相談支援の充

実を図ることを目的とする。 

また、障害児の親は切れ目のない一貫した支援を望んでおり、個人情報保護に留意しつつ、

個別の支援計画や支援の情報を関係機関で共有するための制度構築に係る経費について助

成するものである。 

 

第３ 実施主体 

本事業の実施主体は、市町とする。 

  

第４ 事業の内容 

本事業の内容は、次に掲げるもので知事が認めたものとする。 

(1) 障害児を育てた子育ての先輩等との体験交流のスペースの整備及び遊具の設置 

(2) 障害児支援情報共有システム構築事業 

 

第５ 事業の実施期間 

   事業の実施期間は、平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日とする。 

ただし、市町は交付決定を受けた年度内に事業を完了するものとする。 

 

第６ 助成額 

本事業の対象経費は、原則として次の表を基準に知事が必要と認めた額とし、予算の範囲

内で行うものとする。 
 

事業の内容 事業の区分毎の基準額（限度額） 留意事項 

第４(1)に規定する事業 １障害福祉圏域あたり１，５００千円以内

第４(2)に規定する事業 １障害福祉圏域あたり１，０００千円以内

基準額は、第５に規

定する実施期間の総

額である。 
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第７ 補助割合 

補助割合は定額（１０／１０）とする。 

 

第８ 事業の実施方法 

市町は本事業の実施にあたり次の手法によることができるものとする。 

(1) 他の者が実施する事業に助成すること 

(2) 事業の全部又は一部を他の者に委託すること 
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障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業実施要領 

 
 
 
第１ 趣旨 

この要領は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業（以下「支援法等改

正施行円滑化事業」という。）に関し、障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領

（以下「交付要領」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 
 
第２ 目的 

障害者自立支援法・児童福祉法（以下「支援法等」という。）の改正に伴い、地方自

治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、

もって支援法等に基づく障害児者支援制度の基盤の安定化及び適正な運営に資するこ

とを目的とする。 
 
第３ 補助事業の実施基準等 

１ 実施主体 
市町 

２ 対象経費 
交付要領第４条の表において規定する「障害者自立支援法等の見直しに必要な費

用」の内容は、次のとおりとする。 
ア サービス利用者、事業所等に対する制度改正内容等の広報啓発経費 
イ 障害者自立支援給付支払システム等の開発・改修等経費 
ウ その他、支援法等の改正に伴い、一時的に必要となる事務処理に要する経費 

３ 補助基準額 
知事が必要と認めた額とし、補助割合は、定額（１０分の１０）とする。 

４ 補助事業の実施期間 
補助対象事業は、原則として単年度に完了する事業とする。なお、正当な理由な

く、期間内に着手し又は完了しないときは、知事は補助を取り消すことができるも

のとする。 
 
第４ 交付申請 

支援法等改正施行円滑化事業に関する特別対策事業費補助金の交付を受けようとす

る者は、交付要領第５条に定める「別記様式第１」及び「別記様式第１（別紙１～２）」

のほか、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。 
なお、提出期限は、別に定める日とする。 
１ 支援法等改正施行円滑化事業計画書（整備箇所・品目と数量・金額・実施期間

がわかるもの） 
２ 見積書等 
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平成２１年度 事業者コスト対策支援実施要領 

 

第１ 趣 旨 

事業者コスト対策（以下「本事業」という。）の実施については、障害者自立支援

対策臨時特例基金管理運営要領（平成１９年２月６日付け障発第０２００６００４号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に規定するもののほか、この要領に

定めるところによる。 

 

第２ 目 的 

本事業は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

の報酬改定に伴う請求事務処理コストの増加により事業運営が圧迫されている事業者

に対して、コスト増に対する経費の一部を助成することにより、安定的かつ円滑な新

体系への移行等を支援することを目的とする。 

 

第３ 実施主体 

本事業の実施主体は、栃木県（以下「県」という。）とする。 

 

第４ 事業内容等 

① 事業内容 

平成２１年度において、平成２１年度障害福祉サービス費等の報酬改定に伴う請求

システムの改修を行う事業者に対して、助成を行う。 

② 事業者の要件 

①に規定する事業者は、平成２０年度事業コスト増に対する支援における請求シス

テムの改修等を行う事業者に対する助成を受けていないものであって、平成２１年４

月１日現在において次のいずれかの事業を行うものであること。 

ア 法第５条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設 

イ 法附則第２０条に規定する旧法指定施設 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する知的障害児施設、重症心身

障害児施設 

※ 基準該当事業所は含まないものとする。 

※ 国又は地方公共団体が設置した施設（地方自治法による指定管理者制度等

により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。）は含まないものと

する。 

※ 独立行政法人、営利法人は含まないものとする。 

 

第５ 事業の実施年度 

本事業の実施年度は、平成２１年度とする。 

 

第６ 助成額 

１事業所又は施設あたり１００，０００円を上限とし、請求システムの改修に要す

る経費を基準額とする。 

なお、請求システム改修１単位に係る助成対象は１事業所等に限るものとし、基準

額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 
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第７ 利用者負担 

  本事業の実施にあたって、利用者からの負担を求めないものとする。 

 

第８ その他 

(1) 請求システムの改修を行う事業者の長は、交付要領第６条に定める「障害者自立

支援特別対策事業計画書（別紙２）」の別紙として別紙様式１を提出するものとす

る。 

(2)  事業者の長は、交付要領第１１条に定める「障害者自立支援特別対策事業実施状

況調（別紙２）」の別紙として別紙様式２を提出するものとする。 

(3) 知事は、この要領の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

   この要領は、平成２１年度分の事業について適用する。 
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（別紙様式１） 

事業者コスト対策実施計画書 

 

１ 事業者（設置者） 

名称 
 

所在地 
 

電話番号 
 

代表者 
 

 

２ 当該事業を協議しようとする事業所・施設 

名称 
 

所在地 
 

電話番号 
 

管理者 
 

事業所･施設の種類 
 

 

３ 補助協議所要額 

事業種別 所要見込額 

 

請求システムの改修 

改修費 

支出予定額                        円① 

補助基準額(100,000円と①のうち少ない額)         円   

                    （千円未満切り捨て） 

  
 ※添付書類 

         ・請求システムの改修：納入（予定）日及び支払（契約）金額を確認できる書類 

                  具 体 的 な 例：支出内訳が判る支出決議書、契約書及び領収書等の写し 
                    (法人の原本証明必要) 
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（別紙様式２） 

事業者コスト対策実績報告書 

 

１ 事業者（設置者） 

名称 
 

所在地 
 

電話番号 
 

代表者 
 

 

２ 当該事業を協議した事業所・施設 

名称 
 

所在地 
 

電話番号 
 

管理者 
 

事業所･施設の種類 
 

 

３ 補助協議実績額 

事業種別 実績額 

 

請求システムの改修 

改修費等 

実支出額                         円① 

補助基準額(100,000円と①のうち少ない額)         円   

                    （千円未満切り捨て） 

  
※添付書類 

         ・請求システムの改修：納入日及び支払（契約）金額を確認できる書類 

                  具 体 的 な 例：支出内訳が判る支出決議書、契約書及び領収書等の写し 
                   (法人の原本証明必要) 
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《モデル例》 

 

○○市(町)進行性筋萎縮症者療養等給付事業 

受給者に対する負担軽減措置実施要領 

 

第１ 趣 旨 

   この要領は、進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する負担軽減措置（以下「本事業」

という。）の実施について、障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領（平成 19 年 2 月 6

日付け障第 0206004 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙）に規定するもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

  

第２ 目 的 

   進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者（以下「受給者」という。）で引き続き「療養介護

事業」の対象となる者については、他の制度利用者と比べて大幅な負担増となる場合がある

ため、生活支援を行い、生活環境の大幅な変化を緩和することを目的とする。 

 

第３ 事業の実施主体 

   本事業の実施主体は、○○市(町)とする。 

  

第４ 事業の内容 

 受給者であって、引き続き「療養介護事業」を利用している低所得１及び低所得２の者に対

し給付を行う。 

 

第５ 事業の実施時期  

   平成 21 年 4 月 1日から平成 24 年 3 月 31 日までとする。 

 

第６ 給付額 

   本事業の給付額は、平成 18 年 10 月の「療養介護事業」利用者負担額から同年９月の利用者

負担額の２倍の額を差し引いた額とする。 

 

第７ 補助割合 

   県 3/4、市(町)1/4 

 

第８ 事業の実施方法 

   市(町)長は、本事業を実施するため補助を受けようとするときは、障害者自立支援特別対策

事業費補助金交付要領により、予め栃木県知事に協議するものとする。 

 

   附 則 

   この要領は、平成 21 年度分から平成 23 年度分までの補助金について適用する。 
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オストメイト（人工肛門・人工膀胱造設者）対応トイレ設備緊急整備事業実施要領

趣旨１

この要領は、オストメイト（人工肛門・人工膀胱造設者）対応トイレ設備緊急整備事

、 （ 「 」 。）業に関し 障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領 以下 交付要領 という

に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

目的２

地域におけるオストメイトの社会参加を一層促進させるため、既存の公共施設等に設

置されている身体障害者用トイレに、オストメイト対応トイレ設備を整備し、オストメ

イトの福祉向上を目的とする。

補助事業の実施基準等３

( ) 実施主体1
市町

( ) 事業の内容2
既存の公共施設等に設置されている身体障害者用トイレをオストメイト対応とする

ために必要な設備の整備であって、概ね次の事業を内容とするもの。

ア 既設の便器を改修しオストメイト対応とする事業

イ 身体障害者用トイレのスペースに新たにオストメイト対応設備を設置する事業

( ) 実施単価3
千円／箇所1,000

( ) 実施年度4
平成 年～平成 年度21 23

その他４

オストメイトが頻繁に利用する公共施設等を優先的に整備するものとする。
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視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業実施要領

第１ 趣旨

、 （ 「 」 。）この要領は 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業 以下 整備事業 という

、 （ 「 」 。）に関し 障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領 以下 交付要領 という

に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第２ 目的

地域における障害者に対する情報バリアフリーを一層促進するため、自治体や関係

機関に情報支援機器等を整備するとともに、平成２３年のデジタル放送への移行に伴

う緊急支援を行うことにより、障害者への情報支援の充実を図ることを目的とする。

第３ 補助事業の実施基準等

１ 実施主体

市町

２ 対象事業

交付要領第４条の別表において規定する「視覚障害者等情報支援緊急基盤整備」

の事業内容は、次のとおりとする。

（１） 障害者に対する情報バリアフリーを一層促進するため、視覚障害者や聴覚障

害者等に対する点字や音声、手話等による情報支援対策として、自治体や公立

病院等の公的機関の窓口業務の円滑化等に必要な情報支援機器やソフトウェア

等の整備を行う。

（２） 音声コード普及のための研修及び広報を行う。

３ 補助事業の実施期間

、 。 、補助対象事業は 原則として単年度に完了する事業とする なお正当な理由なく

期間内に着手し又は完了しないときは、知事は補助を取り消すことができるものと

する。

４ 補助事業の対象経費等

（１） 上記２( )の補助対象品目は、点字プリンター、自動点訳ソフト、視覚障害1
者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置

等とする。

（２） 上記２( )の補助対象経費は、備品購入費及び消耗品費とする。1
（３） 補助単価は、上記２( )においては、１市町あたり３年間で 千円（未1 1,000

実施自治体のみ 、上記２( )においては、１市町あたり３年間で 千円とす） 2 300
。 、 、 。る 但し 対象経費の額が補助単価を下回る場合は その金額を補助額とする

（４） 補助割合は、定額（ 分の ）とする。10 10
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第４ 交付申請

整備事業に関する特別対策事業費補助金の交付を受けようとする者は、交付要領第

５条の規定に定める「別記様式第１ 「別記様式第１（別紙１ 「別記様式第１（別」 ）」

紙２ 」のほか、次に掲げる書類を添えて、別途定める期日までに提出するものとす）

る。

（１）整備事業計画書（整備箇所・品目と数量・金額・実施期間、研修内容等がわか

るもの）

（２）見積書等
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体育館バリアフリー緊急整備事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

この要領は、体育館バリアフリー緊急整備事業（以下「本事業」という。）に関し、

障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に定め

のあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 目的 

   この事業は、将来性のある優秀な選手の発掘などのために、障害のある選手が実際

の障害者スポーツ競技等の参加の機会をつくり、こうした取組を通じ、スポーツの楽

しさを体験するとともに、県民の障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進

に寄与することを目的とする。 

 

第３ 補助事業の実施基準等 

  １ 実施主体 

    市町 

  ２ 対象事業 

 市町が、一般の公立体育館において障害者スポーツに取り組めるよう必要な設備

等を整備する事業とする。 

３ 対象経費 

   (1) 整備の対象は公立施設で、障害者スポーツ施設、一般体育館、プール、陸上競

技場などのスポーツ施設とする。ただし、学校体育施設は対象外とする。 

(2) 整備の内容は、上記施設にスロープ、多目的トイレ、障害者スポーツ特有の設

備整備、備品購入など、障害者スポーツに取り組めるよう必要な設備の整備とす

る。 

  ４ 補助基準額 

(1) １か所あたり８，０００千円以内とする。 

(2) 補助割合は、定額（１０分の１０）とする。 

５ 補助事業の実施期間 

補助対象事業は、原則として単年度に完了する事業とする。なお、正当な理由な

く、期間内に着手し又は完了しないときは、知事は補助を取り消すことができるも

のとする。 

 

第４ 交付申請 

   本事業に関する特別対策事業補助金の交付を受けようとする者は、交付要領第５条

の規定に定める「別記様式第１」及び「別記様式第１（別紙１～２）」のほか、次に

掲げる書類を添付の上、別に定める期限までに提出するものとする。 

  (1) 事業計画書（整備箇所、品目・数量、金額、実施期間等がわかるもの） 

  (2) 見積書等  
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